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1 対象施設 

1.1 滋賀県琵琶湖流域下水道事業の概要 

今回のウォーターPPP 導入の検討対象である湖西処理区の概要について、以下に示します。 

 

【湖西処理区】 

管渠については、全延長約 16km が完了しています。浄化センターについても、昭和 54 年 11

月の基本設計に引続き、昭和 55 年度には実施設計を行うとともに水処理施設の建設工事に着手

し、昭和 59 年 11 月に処理能力 5,000ｍ3／日で供用開始しました。その後流入水量の増加に伴

い順次増設を行い、令和 8 年 4 月 1 日現在、大津市の一部で供用しており、52,500ｍ3／日の処

理能力を有しています。 

また、平成 28 年 1 月から汚泥燃料化施設により、大津市水再生センターの汚泥とともに汚泥

を燃料化物として有効利用しています。 

 

滋賀県琵琶湖流域下水道事業の施設概要を表 1 に示し、下水道区域図を図 1 に示します。 
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表 1 琵琶湖流域下水道事業の概要 

 

 

※ウォーターPPP 対象処理区

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業
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図 1 滋賀県琵琶湖流域下水道区域図 

  

 
出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業

※ウォーターPPP 対象処理区
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1.2 管路の対象施設 

湖西処理区における管路施設は約 16 km を整備しています。管路施設の整備状況を表 2 に示

します。また、年度別整備延長を図 2 に示します。 

 

表 2 管路施設の整備延長 

処理区 幹線数 
全体計画 

延長 

整備延長 

※1 

計画 

面積 

処理区域 

面積 

処理区域

内人口 

水洗化 

人口 

水洗化率

※2 

湖西 

処理区 
2 幹線 16 km 16 km 3,398 ha 2,435 ha 115,941 人 113,629 人 98.0％ 

※1 整備延長：2 条管含まない整備延長 

※2 水洗化率：処理区域内人口に対する水洗化人口を示す（=水洗化人口／処理区域内人口） 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業（令和 8 年 3 月 31 日の数値） 

 

 

図 2 年度別幹線整備延長（湖西処理区） 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業（※２条管含まない整備延長） 
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1.3 処理場等の対象施設 

湖西処理区における下水道施設は、終末処理場 1箇所、汚水ポンプ場 3 箇所となっています。 

 

表 3 湖西浄化センターの概要 

 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業 
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表 4 湖西浄化センター 施設計画の概要 

 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業
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図 3 湖西浄化センター一般平面図 
出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業
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図 4 湖西浄化センターの処理フロー 
 
 

 

 

 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業
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表 5 ポンプ場概況 

処理区 施設名 
供用 

開始 

現有能力（m3/分） 

晴天時最大 雨天時最大 

湖西 

処理区 

衣川ポンプ場 S61 年 12 月 78.0 － 

清水ポンプ場 S62 年 4 月 34.5 － 

木戸ポンプ場 H 5 年 4 月 13.2 － 

 

 

表 6 各処理区の汚泥処理方式 

汚泥排出元 汚泥処理方式 

湖西浄化センター 分離濃縮→脱水→燃料化 

出典：令和 7 年度 滋賀県の下水道事業 
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2 現行の維持管理業務 

湖西処理区では、包括的維持管理委託（以下、「包括委託」という。）を実施しています。現行

の業務委託の契約概要を表 7 に示します。処理場、ポンプ場、管渠の維持管理をパッケージン

グして委託しており、性能発注による包括委託を実施しています。また、汚泥有効利用施設は別

途で維持管理委託しています。契約期間は包括委託：5 年間、DBO による維持管理：20 年間で

す。なお、汚泥処理事業（湖西浄化センター汚泥燃料化事業）はウォーターPPP 事業対象外とし

ます。 
 

表 7 維持管理業務委託の契約概要（湖西

 

 

現行の包括委託の管路施設の対象業務項目と業務量を表 8 に示します。 

表 8 現行の包括委託の対象業務項目（管路） 

 

 

湖西① 湖西②

契約名
令和４年度第GW55-34号
琵琶湖流域下水道湖西処理区
汚水汚泥処理包括的維持管理業務委託

平成24年度第1号
琵琶湖流域下水道湖西浄化センター
汚泥燃料化事業

契約金額
2,419,770,100円（当初）
※変動費・清算費を除く固定費のみ

2,239,421,180 円

対象施設 （処理場） （処理場）

 ・湖西浄化センター  ・湖西浄化センターにおける下記施設

　※汚泥燃料化施設は対象外 　・汚泥燃料化設備（DBO)

（ポンプ場） 　・汚泥受入貯留設備（DBO)

・衣川ポンプ場（汚水） 　・電気設備（DBO)

・清水ポンプ場（汚水） 　　及び事業区域内の既設土木建築構造物

・木戸ポンプ場（汚水）

（管渠）

・湖西南幹線　・湖西北幹線

・放流管

契約期間 令和5年度～令和9年度(5年間) 平成２７年度～令和17年度(20年間)

出典：該当業務要求水準書、令和５年度委託料調

湖西①

地表面点検 年1～6回 ○

マンホール点検 1回/2年～1回/年、清掃を含む ○

調整工点検 年1～3回 ○

圧送管路のピグ洗浄 年1回（２条管のうち1 条を隔年実施） ○

圧送管路の空気弁点検 年2回 ○

バイパス管の逆止弁および空気弁点検 年1回 ○

日常パトロール 定期的に実施 ○

異常時パトロール 緊急措置を含む ○

人孔修繕 受託者以外の者に再委託して実施 ○

対象業務

※ウォーターPPP 対象業務 
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現行の包括委託の処理場等の対象業務項目を表 9及び表 10 に示します。 

 

表 9 現行の包括委託の業務内容（処理場等）（1/2） 

 

処理場 ポンプ場

・日常点検、定期点検、臨時点検、定期自主点検 ○ ○

・簡易な故障修理 ○ ○

・設備等を適正に運転するために常駐して行う業務 ○

・巡回または遠方操作による監視業務 ○

○

・有害特殊項目水質分析（計量証明） ○

・有害項目汚泥分析（計量証明） ○

・作業環境測定調査 ○

・一般事務業務 ○ ○

・建物、管廊の清掃、くもの巣除去、除
草、屋上清掃、屋外清掃等の作業

○ ○

・場内整備に係わる備品、材料等の整
理・整頓、消耗品・備品等の入荷等

○ ○

・施設見学案内、委託者が実施する普及
イベントの補助

○

・保安業務 ○ ○

・機器修繕更新工事等に係わる現場立
会,試運転立会及び操作等の作業

○ ○

・データ、試料提供等の協力 ○ ○

○ ○

・備品、消耗、通信回線 ○ ○

・重油（非常用自家発電設備用） ○ ○

・電力 ○ ○

・水道水 ○ ○

・プロパンガス ○ ○

250万円以下 ○ ○

湖西①

Lv.1

・その他の
技術業務

・その他の
業務

保守点検
業務

運転監視
業務

水質試験
業務

事務業務

Lv.2

Lv.2.5

・水質試験業務の補助作業(採水,分析,洗瓶等を含
む)、 データの整理等の作業

主な対象業務

・修繕業務

ユーティリ
ティ調達
及び管理

修繕業務

・水処理薬品、水質等試薬、汚泥用高分子凝集剤、
脱臭用活性炭
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表 10 現行の包括委託の業務内容（処理場等）(2/2) 

 

※公園管理について、苗鹿公園の指定管理者部分は本事業の対象外である。 

 

 

 

処理場 ポンプ場

・重油地下タンク法定点検 ○

・消防設備法定点検 ○ ○

・受水槽清掃点検 ○

・空調等フロン漏洩点検 ○

・局所排気装置点検 ○

・受変電・自家発・直流電源設備保守点検 ○ ○

・監視制御設備保守点検 ○ ○

・計装設備保守点検 ○ ○

・電話交換設備保守点検 ○

・水質測定機器保守点検 ○

・放流先施設保守点検（標識塔、灯浮標） ○

・ガス検知警報器保守点検 ○

・危機対応業務 ○ ○

○ ○

・しさ、沈砂搬出 ○ ○

・しさ、沈砂処分 ○ ○

・植栽管理業務 ○ ○

・施設機能
確認

・維持管理履歴の把握、維持管理情報の
データ整理、台帳システム入力

○ ○

・外部対応 ・苦情一次対応、電話対応 ○ ○

・場内水路、側溝清掃 ○ ○

・公園管理（バラ園） ○

湖西①
主な対象業務

そ
の
他

・廃棄物処
理業務

法定点検
及び専門
保守点検

業務

その他の
業務

・委託者が行う地震初動訓練および安全パトロールへ
の参加
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現行の包括委託（湖西浄化センター）において、受託者が満たすべき放流水要求水準項目及び目

標とすべき放流水質の値を表 11 に示します。また、脱水汚泥について、燃料化事業の脱水ケーキ

貯留ホッパまで送泥する際の目標値とする日平均の含水率及び受託者が達成すべき月平均の含水

率を表 12 に示します。 

 

表 11 放流水質基準（湖西浄化センター） 
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出典：該当業務要求水準書（湖西） 

※下水道法施行令の改正により、R8.4.1 より、大腸菌群数を大腸菌数に変更しました。 

変更前：大腸菌群数、単位：個/ｍｌ、法定基準（日平均）：3000 以下、 

契約基準Ⅱ(月間平均)：300 以下 

変更後：大腸菌数、単位：CFU/ｍｌ、法定基準（日平均）：800 以下、 

契約基準Ⅱ(月間平均)：200 以下 

 

 

表 12 脱水汚泥基準（湖西浄化センター） 

 基準値（月間平均） 目標値（日間平均） 

含水率(%) 78.5 以下 77.5 以下 
 

出典：該当業務要求水準書（湖西） 
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3 業務の定義及び想定数量 

3.1 処理場等・管路施設共通の想定数量 

ウォーターPPP 事業における共通業務の定義及び想定数量を表 14 に示します。 

 

表 13 業務の定義及び想定数量（共通） 

業務区分 定義 実績数量 想定数量 

統括管理業務 

・各業務間の技術的視点での一元的

な統括管理を行い、技術的業務を効

率的かつ効果的に遂行する。 

なし － 

 

3.2 管路施設の想定数量 

ウォーターPPP 事業（管路施設）における各業務の定義及び想定数量を表 14 に示します。な

お、今後の業務範囲等の検討により、定義及び想定数量が変更になる場合があります。 

 

表 14 業務の定義及び想定数量（管路）(1/2) 

業務区分 定義 実績数量 想定数量 

日
常
的 

業
務 

日常パトロール 
・定期的に実施 

・包括委託で実施 
・包括委託 
と同量 

突発的修繕 

・1 件当たり 400 万円以下 

・破損や腐食等による劣化に対し、

管路の能力を維持するための修繕と

し、本格復旧は対象外とする 

・ただし、道路陥没や人孔破損等に

関しては、早期復旧に努める 

・R2-R6 実績平均 
0.4 件/年 

※検討中 

計
画
的
業
務 

点検調査業務 ・点検：マンホール内部からの目視

や、地上からマンホール内に管口テ

レビカメラを挿入する方法等によ

り、異状の有無を確認する。 

・調査：管内に潜行する調査員によ

る目視、または、下水道管渠用テレ

ビカメラを挿入する方法等により、

詳細な劣化状況や動向等を定量的に

確認するとともに、原因を検討す

る。 

・人孔点検 
※包括委託で実施 

 全人孔 
：54 箇所(隔年） 

 重点人孔 
：14 箇所/年 

・管渠調査 
TV カメラ調査 
：10 年のサイクルで 
全延長約 16km を調査 

  

・実績と同量 

定期清掃業務 ・清掃：施設内の堆積物を除去し、

下水道管路施設の計画された流下能

力を確保する業務。 

清掃業務に伴う廃棄物の運搬・処分

を含む 

・包括委託で実施 
・包括委託 
と同量 

計画修繕 ・1 件当たり 400 万円以下 

・老朽化等により予防的に実施する

修繕 

・下水道ストックマネジメント計画

により実施 

 ・人孔修繕 
※現包括委託で実施 
年間上限額 
：約 100 万円 

※検討中 

台帳システムへ
の情報登録業務 

・県が保有する台帳システムへの入

力作業及び入力補助業務。 

・維持管理情報のデータ整理、台帳

システムへの入力をおこなう。 

・県が別途発注する修繕工事のデー

タについても入力をおこなう。 

・建設改良情報の入力については、

県より固定資産データ等を受領し施

設台帳システムに登録する。 

入力情報参考例 
・日常的維持管理情報 
・苦情情報 
・災害対応情報 
・修繕情報 
・長寿命化・改築情報 
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業務区分 定義 実績数量 想定数量 

災
害
対
応 

業
務 

被災状況把握業
務 

地震又は風水害等による下水道管路

施設の被災時に行う緊急的な対応業

務。「下水道の地震対策マニュアル 

2025 年版」に示された「緊急点

検」「緊急調査」「緊急措置」を対象

とする。県の業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）を踏まえ、受託者自らが予めＢ

ＣＰを作成し、これに従い対応す

る。 

災害発生時 

緊急措置対応業
務 

更
新
計
画
策
定
業
務 

更新計画 
(ストックマネ
ジメント計画)
策定業務 

下水道ストックマネジメント支援制

度により事業を実施するための計画

であり、次の 4 項目について記載

が必要である。①ストックマネジメ

ント実施の基本方針、②施設の管理

区分の設定、③改築実施計画（計画

期間は 5 年以内とする。）、④スト

ックマネジメントの導入によるコス

ト縮減効果 

・1 回/5 年 ・同左 
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3.3 処理場等（浄化センター、ポンプ場）の想定数量 

現行の包括委託業務に含まれていないウォーターPPP 事業（処理場等）における各業務の定義

及び想定数量を表 15 に示します。なお、今後の業務範囲等の検討により、定義及び想定数量が変

更になる場合があります。 

 

表 15 業務の定義及び想定数量（浄化センター・ポンプ場） 

維持 
管理 
レベル 

業務区分 定義 実績数量 想定数量 

レ 
ベ 
ル 

2.5～3 

突発的修繕 ・問題が見つかった箇所を部分的に補強あるい
は交換する業務 
・1 件あたり 400 万円（税込み）以下とする。 

・250 万円以下 
※包括委託で実施 

・250 万円超過 
400 万円以下 
※R2-R6 実績 
：0 件/年 

実績と同量 

計画修繕 
（分解整備） 

・計画的に維持管理上実施している分解整備業
務（ex.非常用自家発電設備の分解整備（F 点
検）や水処理機器類（水中撹拌機・送風機・ポ
ンプなど）の運転時間〇時間経過ごとの分解整
備。） 

・1 件当たり 400 万円以下 

・ストックマネジメント計画に基づく機器更新
等は除く。 

※検討中 ※検討中 

修繕計画案 
作成業務 

下水道ストックマネジメント計画策定による修
繕計画案の策定業務 

1 回/年 － 

レ 
ベ 
ル 
3.5 

更新計画 
(ストックマ
ネジメント
計画)策定業
務 

下水道ストックマネジメント支援制度により事
業を実施するための計画であり、次の 4 項目に
ついて記載が必要である。①ストックマネジメ
ント実施の基本方針、②施設の管理区分の設
定、③改築実施計画（計画期間は 5 年以内とす
る。）、④ストックマネジメントの導入によるコ
スト縮減効果 

・1 回/5 年 ・同左 

その他
の業務 

台帳システ
ムへの情報
登録業務 

・県が保有する台帳システムへの入力作業及び

入力補助業務。 

・維持管理情報のデータ整理、台帳システムへ

の入力をおこなう。 

・県が別途発注する修繕工事のデータについて

も入力をおこなう。 

・建設改良情報の入力については、県より固定
資産データ等を受領し施設台帳システムに登録
する。 

入力情報参考例 
・日常的維持管理情報 
・苦情情報 
・災害対応情報 
・修繕情報 
・長寿命化・改築情報 
 

 
 


